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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オレフィンポリマーから構成され、マトリックス成分としてプロピレンポリマーが使用
された成形組成物であって、
　前記使用されたプロピレンポリマーは、キシレン不溶分が９５％を超えるアイソタクチ
ックポリプロピレンであり、且つ前記プロピレンポリマーは、プロピレン単独重合体又は
炭素原子数１０個以下の他のオレフィンを、３０質量％以下で含むプロピレン共重合体で
あり、
　前記オレフィンポリマーは、１．２～３０ｇ／１０分の、ＩＳＯ １１３３に従うＭＦ
Ｒ（２３０℃／２．１６ｋｇ）を有し、及び該オレフィンポリマーが、
　ａ）組成物全体に対して、５～５０質量％の、相溶化剤によりオレフィンポリマーに結
合した、長さが３～６ｍｍ及び直径が１０～２０μｍのガラスファイバー、及び
　ｂ）組成物全体に対して、１０-4～１質量％の、核剤としてのフタロシアニン顔料、
を含むことを特徴とする成形組成物。
【請求項２】
　マトリックス成分として使用されたプロピレンポリマーがプロピレン単独重合体である
請求項１に記載の成形組成物。
【請求項３】
　ガラスファイバーを、１０～４０質量％含む請求項１又は２のいずれかに記載の成形組
成物。
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【請求項４】
　相溶化剤が、官能化ポリマー及び反応性極性基を有する低分子量化合物を含み、
該低分子量化合物は、ガラスファイバーに親水性が無くなるように作用し、及び官能化ポ
リマーは、マトリックスポリマーと相溶性が良好で、且つ極性基で官能化されたプロピレ
ンのグラフト又はブロック共重合体である請求項１に記載の成形組成物。
【請求項５】
　極性－官能化相溶化剤が、無水マレイン酸でグラフト化されたプロピレンポリマーを含
む請求項４に記載の成形組成物。
【請求項６】
　低分子量化合物が、アミノシラン又はエポキシシランであり、及びポリオレフィンマト
リックスに導入される前に、ガラスファイバーに施される請求項４又は５の何れかに記載
の成形組成物。
【請求項７】
　混合装置において、プロピレンポリマーをまず溶融し、１８０～３２０℃の温度で核剤
と混合し、次いで得られた溶融物にガラスファイバーを混合することを特徴する請求項１
～６のいずれか１項に記載の成形組成物を製造する方法。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の成形組成物から得られる洗浄液容器。
【請求項９】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の成形組成物から得られる水ポンプ・ケーシング、
又は液体ポンプ・ケーシング。
【請求項１０】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の成形組成物から得られる自動車部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、５～５０質量％の、相溶化剤によりオレフィンポリマーに結合したガラスフ
ァイバー、及び１０-4～１質量％の、核剤としてのフタロシアニン顔料を含むオレフィン
ポリマー、特にプロピレンポリマーから構成される成形組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オレフィンポリマーのガラスファイバーによる強化は、以前から知られている。特許文
献１（ＥＰ６６３４１８Ａ１）には、例えば、ガラスファイバーで強化されたポリプロピ
レン形成組成物が記載されている。しかしながら、良好な機械特性を得るために、ガラス
ファイバーのポリエステルオレフィンマトリックスへの良好な結合を確実にする相溶化剤
又はカップリング剤を使用することが必要である。相溶化剤は、屡々、第１に、カプラー
として、マトリックスポリマーと相溶性の良い反応性の変性ポリマーと、第２に、ガラス
ファイバーとこのカプラーとの両方に結合することができる反応性の極性基を有する化合
物とを含むものである。
【０００３】
　同様に、未強化のプロピレンポリマーに、それから製造される成形体の剛性及び強度、
さらには透明性を改良するために、核を形成することが一般に慣用的に行われている。こ
れまで、安息香酸ナトリウム、微粒タルク、リン酸エステル塩、ソルビトール、キナクリ
ドン顔料及びその他に加えて、フタロシアニン顔料も核剤として使用されている。核形成
は、一般に、引張強度及び剛性の改良をもたらすが、衝撃強度は目立った改良はもたらさ
れることはなく、また屡々、降伏伸び及び破断時引張応力の低下が見られる。
【０００４】
　非特許文献１（Polymer 34, 4747 (1993)）及び非特許文献２（European Polymer Jour
nal 32, 1425 (1996)）には、核剤として安息香酸ナトリウムを用いて、ポリプロピレン
－ガラスファイバー複合材料への核剤の影響が研究されている。核形成（有核）ガラスフ
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ァイバー複合材料について、核非形成（無核）複合材料に比較して、弾性率が１０％増加
し、引張強度が１０％増加していることが分かった。
【０００５】
　安息香酸ナトリウム、及び多くの他の核剤は、その核形成の改良をもたらす極性特性の
故に、相溶化剤のカプラーと反応し、このためガラスファイバーとの結合を邪魔するとの
不利、或いはコストが高すぎるため、経済上の魅力が無いとの不利がある。
【０００６】
　安息香酸ナトリウム等の核剤の特徴的な不利は、ポリエステルオレフィン成形組成物の
耐熱水性及び耐蒸気性が中程度に過ぎず、特に数週間又は数ヶ月に及ぶ長期接触において
はそうである。
【０００７】
【特許文献１】ＥＰ６６３４１８Ａ１
【非特許文献１】Polymer 34, 4747 (1993)
【非特許文献２】European Polymer Journal 32, 1425 (1996)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、ガラスファイバーのマトリックス結合が改良され、このため
機械特性が向上しており、且つ廉価に得ることができ、そして耐熱水性、特に洗剤存在下
での耐熱水性が改良された、ポリオレフィン成形組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者等は、驚くべきことに、相溶化剤によりオレフィンポリマーに結合したガラス
ファイバーとフタロシアニン顔料との組合せにより、マトリックスポリマー、特にプロピ
レンポリマー中のガラスファイバーのマトリック結合が向上して、上記目的が達成される
ことが見いだされた。従って、本発明の成形組成物は、５～５０質量％のガラスファイバ
ー、及び１０-4～１質量％、特に１０-3～１０-1質量％の、核剤としてのフタロシアニン
顔料を含むオレフィンポリマーを含んでいる。フタロシアニン顔料は低コストであり、ま
たポリマー中のフタロシアニン顔料が極めて少量で十分な核形成をもたらすことから、極
めて廉価な製造法を確実にしている。さらに、ポリオレフィン成形組成物は、優れた耐熱
水性を示すものでもある。
　すなわち、本発明の目的は、オレフィンポリマーから構成され、マトリックス成分とし
てプロピレンポリマーが使用された成形組成物であって、前記使用されたプロピレンポリ
マーは、キシレン不溶分が９５％を超えるアイソタクチックポリプロピレンであり、且つ
前記プロピレンポリマーは、プロピレン単独重合体又は炭素原子数１０個以下の他のオレ
フィンを３０質量％以下で含むプロピレン共重合体であり、前記オレフィンポリマーは、
２～３０ｇ／１０分の、ＩＳＯ １１３３に従うＭＦＲ（２３０℃／２．１６ｋｇ）を有
し、及び該オレフィンポリマーが、ａ）５～５０質量％の、相溶化剤によりオレフィンポ
リマーに結合した、長さが３～６ｍｍ及び直径が１０～２０μｍのガラスファイバー、及
びｂ）１０-4～１質量％の、核剤としてのフタロシアニン顔料、を含むことを特徴とする
成形組成物によって達成される。

【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明のポリオレフィン成形組成物の必須要件は、まず組成物全体に対して含有量が５
～５０質量％のガラスファイバーである。ガラスファイバーは、長さが３～６ｍｍのカッ
トガラスファイバーでも、或いは長いガラスファイバーでも良いが、カットガラスファイ
バーが好ましい。さらに、ガラスファイバー含有量は、１０～４０質量％、さらに２０～
４０質量％であることが好ましい。
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【００１１】
　カットガラスファイバー（チョップト・ストランドとしても知られている）を用いるこ
とが好ましい。カットガラスファイバーを使用する場合、核形成により、顕著により好ま
しい価格の長いガラスファイバーを含む成形組成物を得ることが可能である。好ましく使
用されるガラスファイバーの長さは、３～６ｍｍ、さらに３～４．５ｍｍが好ましく、そ
の直径は１０～２０μｍ、さらに１２～１４μｍが好ましい。配合条件及び射出成形条件
に依存するが、成形組成物（顆粒又は射出成形仕上げの粒子）におけるガラスファイバー
の長さは５０～３０００μｍ、さらに５０～１０００μｍが好ましい。
【００１２】
　ガラスファイバーをポリオレフィンマトリックスに結合させるために、極性－官能化相
溶化剤が使用される。使用され得る１つの種類は、ガラスファイバーに親水性がほとんど
無くなるように専ら作用し、このためポリマーとの相溶性を向上させる、低分子化合物で
ある。好適な化合物としては、例えばアミノシラン、エポキシシラン、アミドシラン又は
アクリロシラン等のシランを挙げることができる。しかしながら、相溶化剤は、官能化ポ
リマー及び反応性極性基を有する低分子量化合物を含んでいることが好ましい。官能化ポ
リマーは、マトリックスポリマーと相溶性が良好なグラフト又はブロック共重合体である
ことが好ましい。マトリックスポリマーとしてのプロピレン単独重合体に対して、例えば
、官能化ポリマーとして、プロピレンのグラフト又はブロック共重合体を用いることが好
ましい。
【００１３】
　本発明では、反応性基が、酸無水物、カルボン酸、カルボン酸誘導体、１級及び２級ア
ミン、ヒドロキシル化合物、オキサゾリン及びエポキシド、さらにイオン性化合物である
、ポリマーが好ましい。官能化ポリマーとして、無水マレイン酸でグラフト化されたプロ
ピレンポリマーを用いることが特に好ましい。低分子量化合物は、ガラスファイバーを官
能化ポリマーに連結し(couple)、これをポリオレフィンマトリックスに確実に結合させる
機能を有する。これらは、通常、２官能化合物であり、この場合、１個の官能基が、ガラ
スファイバーとの結合相互作用を形成し、第２の官能基が、官能化ポリマーとの結合相互
作用を形成することができる。使用される低分子量化合物としては、アミノシラン又はエ
ポキシシラン、さらにアミノシランが好ましい。アミノシランは、そのシランヒドロキシ
ル基でガラスファイバーと結合し、一方、そのアミノ基は、例えば、無水マレイン酸でグ
ラフト化されたポリプロピレンと安定なアミド結合を形成する。
【００１４】
　相溶化剤は、予め製造して、或いはその場で製造して使用される。特に、低分子量成分
を、ポリオレフィンマトリックスに導入する前に、ガラスファイバーに施すことが有利で
ある。官能化ポリマーは、その場で、マトリックスポリマーを、例えば、無水マレイン酸
と共に反応押出することにより、簡単に作製することができる。ガラスファイバーと予備
混合形態の相溶化剤を含むマスターバッチを使用することも可能である。
【００１５】
　ガラスファイバー強化ポリプロピレン成形組成物をフタロシアニン顔料で核形成するこ
とも本発明の必須要件である。フタロシアニン顔料は、それ自体公知であり、基本のフタ
ロシアニン構造に中心金属元素を導入して、フタロシアニン環を置換することにより、基
本のフタロシアニン構造より誘導される。実際、顔料に使用される中心元素は、銅、ニッ
ケル、及びコバルトであり、銅が好ましい中心元素である。基本のフタロシアニン構造は
、任意に、特に、塩素原子又は臭素原子で置換されていても良い。有機基による置換も、
有核特性を改良するために行われ得る。好適なフタロシアニン顔料の例としては、無置換
の銅フタロシアニン（フタロシアニンブルー）、ポリクロロ化銅フタロシアニン（フタロ
シアニングリーン、Ｃ32Ｈ2Ｎ8Ｃｌ14Ｃｕ）、コバルトフタロシアニン（Ｃ32Ｈ16Ｎ8Ｃ
ｏ）、ニッケルフタロシアニン（Ｃ32Ｈ16Ｎ8Ｎｉ）を挙げることができる。無置換の銅
フタロシアニンが特に好ましい。
【００１６】
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　無置換の銅フタロシアニン及びポリクロロ化銅フタロシアニンは固体であり、例えば、
それぞれPV Echtblau及びPV Echtgruenとの名でClariant, Frankfurt, DE より知られて
いる。
【００１７】
　核剤の割合は、組成物全体に対して、１０-4～１質量％である。１０-3～１０-1質量％
、特に５・１０-3～５・１０-2質量％が好ましい。
【００１８】
　ガラスファイバー強化及びフタロシアニンによる核形成の組合せにより、剛性及び靱性
に関して従来技術より改良された成形組成物がもたらされる。さらに、ガラスファイバー
のポリマーマトリックスへの接着性が、同じ相溶化剤を使用しても、驚くほど顕著に改善
されており、これにより成形組成物のワレ(crack)の広がりが改善される。さらに、フタ
ロシアニン顔料による核形成により、驚くべきことに、熱水及び熱洗剤中での引張強度及
び衝撃強度の長期安定性（例えば、９５℃、１０００時間の試験に対して）が、無核ガラ
スファイバー強化の比較試験片と較べて、顕著に改善されている。本発明の成形組成物の
長期安定性における優位性は、例えば、８２℃で１３８日間試験するＵＬ標準(standards
)２１５７及び７４９に従い、洗剤水溶液での長期間試験で確認することもできる。
【００１９】
　フタロシアニン顔料の特別な優位性は、通常の相溶化剤と本質的に相溶性が良好である
こと、即ち核剤と相溶化剤の作用の間に、相互干渉がないか、或いはほとんど無いという
ことにある。
【００２０】
　本発明の成形組成物は、オレフィンポリマーをフタロシアニン顔料及びガラスファイバ
ーとを溶融、混合することにより得ることができ、その混合は、１８０～３２０℃、好ま
しくは２００～２８０℃、さらに好ましくは２２０～２６０℃の温度で、混合装置におい
て行われる。本発明において有用な混合装置としては、特に押出機又はニーダを挙げるこ
とができ、特に２軸押出機が好ましい。粉末状のポリマーの場合、混合装置において、ポ
リマーを核剤及び他の添加剤と室温で予備混合することが適当である。オレフィンポリマ
ーを、核剤及びガラスファイバーと、一段階或いは複数段階で混合しても良い。オレフィ
ンポリマーを、まず混合装置で、核剤及び他の添加剤と共に溶融し、これらを混合し、次
いでガラスファイバーをその溶融物と混合することが好ましく、これにより混合装置の摩
耗とファイバー破損を低減することができる。
【００２１】
　本発明の成形組成物の有用なマトリックス成分は、炭素原子数２～１２個のα－オレフ
ィン（例、エチレン、プロペン、１－ブテン、１－ヘキセン又は１－オクテン）の単独重
合体及び共重合体である。さらにこれらのモノマーに加えて、別のモノマー、特にジエン
（例、エチリデンノルボルネン、シクロペンタジエン又はブタジエン）を含んだ、共重合
体及び３元共重合体も好適である。
【００２２】
　好ましいマトリックス成分としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレン、
及び／又は、エテンと、プロペン、１－ブテン、１－ヘキセン又は１－オクテンとの共重
合体を挙げることができる。有用なポリマーの種類としては、例えば、高密度、中密度又
は低密度の直鎖状ポリエチレン、ＬＤＰＥ、少量の（最大約４０質量％まで）コモノマー
（例、プロペン、１－ブテン、１－ヘキセン、１－オクテン、ｎ－ブチルアクリレート、
メチルメタクリレート、無水マレイン酸、スチレン、ビニルアルコール、アクリル酸、グ
リシジルメタクリレート等）を有するエチレン共重合体、アイソタクチック又はアタクチ
ック・プロピレン単独重合体、プロピレンとエテン及び／又は１－ブテンとのランダム共
重合体、エチレン－プロピレンブロック共重合体等を挙げることができる。
【００２３】
　ポリエチレンをマトリックス成分として使用した場合、エチレン共重合体のコモノマー
含有量は、使用されるモノマーの合計量の１モル％以下にすべきである。好ましいコモノ
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マーとしては、１－オレフィンを挙げることができ、特に好ましいコモノマーとしては１
－ブテン、４－メチル－１－ペンテン、１－ヘキセン及び１－オクテンを挙げることがで
きる。ポリエチレンはまた、２種以上のポリエチレン成分のブレンドであっても良い。
【００２４】
　マトリックス成分として、プロピレンポリマーを使用することが特に好ましい。使用さ
れるプロピレンポリマーは、特にプロピレン単独重合体でも、或いは、炭素原子数１０個
以下の他のオレフィンを、共重合形態で３０質量％以下で含むプロピレン共重合体でも良
い。このような他のオレフィンとしては、Ｃ2～Ｃ10－１－オレフィン、例えばエチレン
、１－ブテン、１－ペンテン、１－ヘキセン、１－ヘプテン又は１－オクテンを挙げるこ
とができ、エチレン、１－ブテン又はエチレン及び１－ペンテンの使用が好ましい。特に
プロピレン単独重合体の使用が好ましい。
【００２５】
　本発明では、プロピレンの共重合体は、ブロック共重合体又は耐衝撃性共重合体であり
、ランダム共重合体が好ましい。プロピレンの共重合体がランダム構造を有する場合、こ
れらは、コモノマーとして、一般に１５質量％以下、好ましくは６質量％以下、さらに好
ましくは２質量％以下の、炭素原子数１０個以下の他のオレフィン（特に、エチレン、１
－ブテン、又はエチレンと１－ブテンとの混合物）を含んでいる。プロピレンの、ブロッ
ク共重合体又は耐衝撃性共重合体は、第１段階において、プロピレン単独重合体、又はコ
モノマーとして１５質量％以下、好ましくは６質量％以下、さらに好ましくは２質量％以
下の、炭素原子数１０個以下の他のオレフィンを有するプロピレンのランダム共重合体を
製造し、その後、第２段階において、この（共）重合体に、エチレン含有量が１５～９９
質量％のプロピレン－エチレン共重合体（プロピレン－エチレン共重合体は別のＣ4～Ｃ1

0－オレフィンを含むことができる）を重合させることによって得られるポリマーである
。一般に、十分なプロピレン－エチレン共重合体がこれに重合されるので、第２段階で形
成される共重合体の最終生成物における含有量は３～９０質量％である。ポリプロピレン
のランダム共重合体は、第１段階において、プロピレン単独重合体、又はコモノマーとし
て１５質量％以下、好ましくは６質量％以下、さらに好ましくは２質量％以下の、炭素原
子数１０個以下の他のオレフィンを有するプロピレンのランダム共重合体を製造し、その
後、第２段階において、この（共）重合体に、プロピレン単独重合体、又はコモノマーと
して１５質量％以下、好ましくは６質量％以下（さらに好ましくは２質量％以下のコモノ
マー）の、炭素原子数１０個以下の他のオレフィンを有するプロピレンのランダム共重合
体を重合させることによって得られるポリマーである。２つの段階のポリマーは、モル質
量及びコモノマー含有量において異なっている。ブレンドのエチレン含有量は、コモノマ
ーの１５質量％以下、好ましくは６質量％以下、さらに好ましくは３質量％以下である。
【００２６】
　キシレン不溶分が９５％を超える、好ましくは９７％を超えるアイソタクチックポリプ
ロピレンを用いることが好ましい。ポリオレフィンは、一般に、０．２～２００ｇ／１０
分、好ましくは０．５～１００ｇ／１０分、さらに好ましくは２～３０ｇ／１０分の、Ｉ
ＳＯ　１１３３に従うＭＦＲ（２３０℃／２．１６ｋｇ）を有する。さらに、単峰モル質
量分布を有するポリプロピレン成形組成物が好ましい。
【００２７】
　本発明の成形組成物は、通常の添加剤及び助剤、例えば、加工効果の損傷に対する安定
剤、熱酸化及び経年劣化(aging)に対する酸化防止剤、ＵＶ作用安定剤、中和剤、フィラ
ー、有機及び無機顔料又は顔料配合物、例えばカーボンブラック分散ポリオレフィン、帯
電防止剤、無極性ワックス又は特定の低分子量流動促進剤、及び滑剤を含むこともできる
。ＵＶ安定剤、特にモノマー及びオリゴマーのＨＡＬＳ、帯電防止剤及び極性ワックス、
さらにステアレートは、本発明の成形組成物にはほとんど適当ではなく、或いは、存在し
ても極低濃度である。なぜなら、これらは相溶化剤のカプラーと同様に反応し、カップリ
ングの効率を低下させるためである。しかしながら、添加剤及び助剤の量は、材料の合計
量に対して１０質量％以下であり、好ましくは５質量％以下であるべきである。視覚的理
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由で、適切且つ好適な着色顔料を本発明の成形組成物に添加して、別の色、好ましくはよ
り暗色に着色することも妥当の場合もある。
【００２８】
　本発明の成形組成物に使用されるオレフィンポリマーは、全ての一般的な方法及び触媒
で得ることができる。適当なモノマーを、チグラー・ナッタ触媒、酸化クロムを基礎とす
るフィリップス触媒又はメタロセン触媒により重合させることが好ましい。本発明では、
メタロセンが、周期表第３～１２族の金属と有機リガンド（これはメタロセニウムイオン
・形成化合物と共に有効な触媒組成物をもたらす）との錯体である。
【００２９】
　オレフィンポリマーを製造するために、Ｃ2～Ｃ10－オレフィンの重合に使用される通
常の反応器を使用することができる。適当な反応器としては、水平又は垂直型撹拌タンク
、循環式反応器、ループ型反応器、段階(stage)反応器又は流動床反応器を挙げることが
できる。反応器の寸法は、本発明の成形組成物の製造にとって重要なことではない。それ
は、個々の反応区域又は複数の反応区域で達成されなければならない生産量に依存してい
る。重合方法は、１以上の段階で行うことができる。重合は、気相、バルク又は懸濁、或
いはこれらの組合せで行うことができる。
【００３０】
　本発明の成形組成物は、特に、材料の剛性及び靱性に対して高い要求のある自動車部品
の製造に好適である。暗色着色されているか、或いは装飾層を備えた自動車部品、例えば
フロントエンド又はダッシュボード支持体（これらにおいては、フタロシアニン顔料によ
る青色着色は覆われている）に使用することが特に有利である。本発明の成形組成物から
製造された成形体は、カットガラスファイバーを用いたときでさえ、その改良された剛性
及び靱性の結果として、これまで長いファイバー強化プロピレンポリマーが用いられてい
た用途に適当である。
【００３１】
　本発明の成形組成物はまた、熱水及び洗剤に対して極めて良好な耐久性を示す。このた
め、熱水、洗浄及びリンス液、及び他の攻撃的材料に接触状態に曝される成形材料として
特に有利に使用することができる。従って、本発明は、さらに、本発明の成形組成物を洗
浄機の洗浄液容器（好ましくは目に触れないもの）として使用する方法、また本発明の成
形組成物から製造された洗浄液容器、さらに水及び液体ポンプのケーシングに使用する方
法も提供する。
【実施例】
【００３２】
［実施例１］
　ａ）ガラスファイバー強化ポリプロピレン成形組成物：
　下記の質量割合は、特に断らない限り、それぞれ、ポリマー成形組成物の合計質量に対
するものである。
【００３３】
　６９．１９質量％のプロピレン単独重合体（Moplen HP500H, Basell Polyolefin　（Ge
rmany）社製；ＭＦＲ（２２０℃、２．１８ｋｇ）＝１．２ｇ／１０分）を、２軸押出機(
ZSK 53)において、３０質量％の、長さ３ｍｍ及び直径１３μｍの短いガラスファイバー(
ECS 03T-T480 チョップトストランド、NEG)と混合した。これは、１０－セクション２軸
押出機の素子３又は４において、短いガラスファイバーをポリマー成形組成物に計量導入
することにより行われた。核剤として、０．０１質量％のフタロシアニン・ブルー１５：
３（PV-Echtblau 2GL SP, Clariant）、相溶化剤として、１．２質量％のPolybond 3200
（Crompton社製）、０．１質量％の無機酸のスカベンジャー、及び０．５質量％の、フェ
ノール性酸化防止剤、ジステアリルチオジプロピオネート及びジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェ
ニルホスファイトからなる安定剤組合せを、同時にプロピレン単独重合体に添加した。
【００３４】
　ｂ）熱水試験
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　ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　５２７－２及びＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　１７９／１に従い、実
施例１で得たポリプロピレン成形組成物を、射出成形機で加工して、試験片を作製した。
【００３５】
　サンプルの破断時引張応力及び引張弾性率を、ＩＳＯ　５２７－０１及び－１に従い測
定・決定した。さらに、シャルピー衝撃強度を、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　１７９／１ｅＵ
に従い測定した。
【００３６】
　試験片を、加熱浴中で９５にて脱塩水に導入した。用途及び要求により、異なる成分も
所定濃度で加えても良い。
【００３７】
　適当な時間後、各場合、少なくとも５個の試験片をとり、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　５２
７－２の破断時引張応力及び引張弾性率を、５～１０個の個々の測定の平均として測定・
決定した。同様に、シャルピー衝撃強度を、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　１７９／１ｅＵに従
い測定・決定した。
【００３８】
　試験結果を表１～３及び図１～３にまとめる。
【００３９】
［実施例２］
　フタロシアニン・ブルー１５：３（PV-Echtblau 2GL SP, Clariant）の含有量を０．０
５質量％とした以外は同様にして実施例１を繰り返した。ポリプロピレンの量はポリマー
成形組成物の組み合わされた合計質量が１００質量％となるように調整した。
【００４０】
［比較例３］
　核剤として含有量０．１質量％の安息香酸ナトリウムを用いた以外は同様にして実施例
１を繰り返した。ポリプロピレンの量はポリマー成形組成物の組み合わされた合計質量が
１００質量％となるように調整した。
【００４１】
［比較例４］
　核剤として含有量０．３質量％の安息香酸ナトリウムを用いた以外は同様にして実施例
１を繰り返した。ポリプロピレンの量はポリマー成形組成物の組み合わされた合計質量が
１００質量％となるように調整した。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
【表２】

【００４４】
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【表３】

【００４５】
　フタロシアニンで核形成されたガラスファイバー強化ポリプロピレン（△及び◇）の場
合の破断時引張応力及び引張弾性率の低下及びシャルピー衝撃強度の減少が、安息香酸ナ
トリウムで核形成されたもの（△及び○）における減少より驚くほど小さいことが分かる
。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】実施例の試験結果を示す。
【図２】実施例の試験結果を示す。
【図３】実施例の試験結果を示す。
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